
【東公民館の使用条件緩和について】 

令和２年１０月１０日（土）から以下の条件での使用になりました。 

使用時間：  

※各区分１団体（２区分又は３区分の連続使用可）のみ      

使用者：原則、町内在住者    

使用条件：常時マスクを着用 

貸出部屋：会議室、和室（調理室は使用禁止）、工芸室 

使用人数(上限)：会議室２０人、和室６人、工芸室６人 

※なお、今後の新型コロナウイルスの感染状況により、条件が変更になる場合

があります。また、料金、その他詳細につきましては、生涯学習課公民館係 

（フレサよしみ内）５３-１３３１までご連絡をお願いします。 
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 生け花教室を開催します。生け花を体験してみませんか？ご参加お待ちしています。 

日 時／１２月１７日（木）午後７時～9時まで  

場 所／東公民館 大会議室 

講 師／堀口正美 先生（丸貫在住）       

内 容／生け花制作   参加費／2,000円（材料費等）          

定 員／１０名（先着順） 

持ち物／マスク、はさみ、剣山、花器、雑巾、新聞紙、参加費等 

申込み／１２月４日(金)までに生涯学習課公民館係（℡５３－１３３１担当：吉澤）に電話 

    でお申し込みください。ただし月曜日（祝日の場合はその翌日）は休館です。 

教室参加者の方は、当日自宅での検温、マスク着用をお願いします。 

※新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、教室を中止する場合があります。何卒ご理解賜 

りますようお願いします。 


